
〇 水産防疫対策事業

＜対策のポイント＞
養殖業の成長産業化を進め、輸出拡大に向けて抗菌剤に頼らない養殖生産体制の推進等を図るため、これまでの取組に加え、水産動物の防疫上重要な
疾病及び、リスク管理措置等の見直しが必要と判断された疾病のアクティブサーベイランス等を実施し、清浄国のステータスの維持を図ります。
また、都道府県の魚類防疫員、獣医師等が遠隔診療技術等を活用し、都道府県の垣根を越えて連携した魚病迅速診断体制モデルの構築を支援します。

＜事業目標＞
〇 水産資源保護法に規定する疾病について、国内への新たな侵入を防止
〇 養殖業成長産業化総合戦略［2030年目標］及び農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略［2025年目標］の成果目標の達成
〇 魚類防疫員、獣医師等が情報通信機器を活用して連携した魚病迅速診断体制の整備を支援し、モデル地域における診断までに要する時間の短縮

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．水産防疫対策事業委託費                            72（71）百万円
新たな伝染性疾病の国内への侵入を防止するとともに、養殖業等における

既存の伝染性疾病発生による被害を防ぐため、以下の取組みを実施します。
① 疾病のリスク評価
② 疾病の診断・予防・まん延防止等に係る技術開発や養殖衛生管理指針
の策定に必要な情報収集、魚病診断機関の検査精度管理体制の確立
③ 魚病の診療体制強化のための獣医師等を対象とした研修の充実
④ 国際基準・情勢に対応したアクティブサーベイランスの実施、錦鯉の輸出に
資する検査法の開発
⑤ ブリ類等の戦略的養殖品目の疾病に対応するためのDNAワクチン等新た
なワクチンやワクチン接種プログラムの開発

２．魚病迅速診断体制構築モデル事業                  11（14）百万円
ウェアラブルカメラ等を用いた遠隔診療技術と電子カルテ等を活用した広域

の迅速診断体制の構築を支援します。

【令和７年度予算概算決定額 83（85）百万円】
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